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流域規模 の河川水利用 ど灌瀧水利体系 の比較研 究
一 那珂川流域と鬼怒 ・小貝川流域を事例として

山 下 亜紀郎
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1序 論

1.従 来の研究

近年,生 態学や農学,地 理学など様々な学問分野で,河 川や湖沼といった水

環境の研究において,そ れらの集水域である 「流域」 とい う地域的視点が重要

視 されている。特に,環 境工学や土木工学,行 政学などにおける河川管理の研

究では,河 川を 「線」として捉える従来の概念に対 して,流 域 という 「面」を

念頭に置 くことの必要性が強調 されている。

例えば大熊(1981)や 新沢 ・岡本(1985)は,利 根川の河川管理計画や治水

対策の議論の中で,鬼 怒川や小貝川,渡 良瀬川といった支流も念頭に置いた流

域単位での包括的な方法論を展開している。

太田(1999)も,流 域圏単位の統合的水管理システムの確立が必要であると

述べ,具 体的には,① 各水循環経路(地 表水経路 ・地下水経路 ・人工的経路)

の統合的管理,② 水量 ・水質 ・水辺空間の統合的管理,③ 治水 ・利水 ・水環境

の統合的管理,④ 水循環に影響を与える土地利用の統合的管理,⑤ 流域圏内行

政区画および各種水関係機関の統合的管理,と い う5つ の統合化が少なくとも

必要であるとした。

上記のような河川管理に対 して河川利用に関 しても同様に,流 域単位でその

具体的方法や限界について考察することが不可欠である。河川利用は,大 きく

河川水利用 と河川空間利用に分けることができる。前者はさらに,農 業用,水

道用,工 業用,発 電用などに大別され,後 者は,舟 運,漁 業,観 光 ・余暇など

に区分することができる。そのうち,流 域 という範囲により大きく規定される

のは,前 者の河川水利用であ り,志 村(1982)は,「 流域には許容量が存在し,

それを越えた人口,産 業を養 うことはできない」と指摘 し,伊 藤(1987)も,

「流域の垣根を越えた導水や過剰な取水は,水 利秩序を乱 し,水 利構造を不安

定にする」と述べている。

従来の河川水利用に関する研究を展望すると,ま ず,水 利調整に関する一連

の研究が挙げられる。 これ らの研究は,そ れまで農業用水で占め られていた河

川水利に初めて都市用水が本格的に参入 して くる高度経済成長期以降,1980年

代前半までY'定 の蓄積をみた。

水利科学No.2972007



山下:流域規模の河川水利用と灌概水利体系の比較研究15

まず新沢(1955,1962)は,計 画技術的側面から,農 業用水の合口や新たな

用排水路の開疏による農業水利の変化,河 川改修や河川総合開発に伴 う水利調

整,お よ'び発電 ・水道 ・工業用水と農業水利との関係の実態を調査 し,治 水な

らびに様々な河川水利が相互に調和的に河川水を利用するための方法論を体系

的に示 した。

森滝(1966)は,農 林省による 「農業水利悉皆調査」を用いて,農 業水利間

あるいは農業水利と他水利 との水利調整,水 利権の慣行 ・許可別割合,取 水施

設の規模などを指標 として,日 本の55の流域における河川水利秩序を,大 きく

8類 型に区分した。

白井(1979)は,芦 田川水系の水資源が逼迫 した背景について検討 し,三 川

ダム農業用水の都市用水への転用の実現条件を考察 した。その結果,流 域内へ

の製鉄所の誘致が芦田川の利水体制を急激に変化させたこと,農 業用水から水

道用水への転用は,両 者の受益地域が重複 し,農 業利水者が同時に上水道の需

要者であったため実現 したことなどを明らかにした。

秋山(・'1)は,水 需要の増大と水資源開発により,水 利秩序が再編期を迎

える中で,農 業用からその他の用途への水利転用がどのように位置付けられる

かを検証 した。そして,都 市用水側にとって,費 用面か らみて水利転用は水源

確保の方法として有効であるが,農 業用水側にとっては,用 水合理化事業に伴

う余剰水の都市用水への転用は,合 理化の必要性がない場合,受 容し難いもの

であると結論付けた。

上記の研究は,都 市用水需要が飛躍的に増加の一途をたどっていた1960年 代

から80年代当時の水利問題を考察したものであった。これらの諸問題は現在に

おいて既に解決されたとは言い難いものの,近 年は当時ほど活発に議論 される

ことが少な くなったといえる。この当時における水利秩序研究に関しては,秋

山(1988)に おいて詳 しく展望されているが,当 時の水利問題の主役は農業水

利の側であ り,都 市用水需要の増加に対して,農 業水利秩序がどのように変化

してきたか,あ るいは農業水利に支配されていた河川水利にどのように都市用

水が参入 していくかが主な議論の対象であった。
/

他方,こ れらの政策的立場からの包括的議論に対 して,地 理学の分野を中心

に,河 川水利用の個別の用途,特 に農業水利に着 目し,詳 細な現地調査に基づ

いてその実態を解明した研究成果も多い。1980年 代前半までにおけるそれらの

研究動向は原(.;,)に よってまとめられている。
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その中で河川`1一 を空間的側面から考察 したものを例示すると,田 林(1981,

1982)は,北 陸地方の3つ の扇状地性平野における農業水利の空間構造を分析

し,そ れが並列的な構造から統一的な構造へ移行 してい くことを見出した。ま

た五味(1983a,b,1984)は,中 部地方 と東海地方の小規模な水利地域にお

いて,農 業水利秩序の地域的性格 とその変質を分析 し,大 河川下流域の農業水

利秩序の形成や変質が農業内部の変質に従って進行するよりもむ しろ外部から

の社会経済的な要請に直接的に即応 して行われるのに対 し,中 小河川`1一地域

では農業水利秩序が地域内部における共同体や生産力の実態など内的要因の変

化に左右されることが多いと結論付けた。

また1980年 代後半以降の研究では,個 別の用水路の受益区域や土地改良区の

管轄区域を対象 として,農 業水利体系や用排水施設の維持管理体制を明らかに

し,対 象地域の都市化によるそれ らの変容について詳述 しているものが多い。

例xぽ,山 崎(1985)は 中川流域の葛西用水路,白 井(1987)は 新潟市の西蒲

原土地改良区や名古屋市の愛知用水地域,高 木(1987)は 大利根用水地域,伊

藤(1989)は 木曽川下流の宮田用水土地改良区,南 埜(1995)は 広島市川内地

区をそれぞれ事例 とした研究を行った。

このように,詳 細な灌概水利体系に関する従来の地理学的研究は,概 ね個別

の土地改良区や市町村の範囲ごとに,空 間構造やその変容過程についての知見

を蓄積 してきた。 このような ミクロスケールにおける詳細な事例研究は,利 水

者の立場からみた河川水利の実態を正 しく理解するためには不可欠である。し

か しながら,水 需給の広域化や合理化とダム ・取水堰建設の是非などに代表さ

れる現代的な水資源問題全般の議論 との関わ りにおいては,よ り広域な流域と

い う地域的視点による水需給の総合的分析もまた一層重要視されるべきである。

2.研 究 の 目的 と方法

そこで本研究では,共 に関東地方に位置し,面 積も類似 している那珂川流域

と鬼怒 ・小貝川流域を事例に,流 域規模の河川水利用の定量的 ・空間的特性を

解明し,ミ クロスケールでのG_?'y水利体系の差異を,そ れと関連付けながら比

較考察することを目的とする。

図1は 研究対象とした那珂川流域 と鬼怒 ・小貝川流域の位置を示 したもので

ある。鬼怒川 と小貝川は1629(寛 永6)年 の治水事業の際に分離されて以来,

別々の河川であるが,元 来は現在の下妻市比毛地先で合流する1つ の河川であ

水利科学No,2972007
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流域 の位置

った。両河川は現在でも位置的に非常に接近 してお り,河 川管理上からも1つ

の流域 とみなされている。 したがって,本 研究では鬼怒川 と小貝川の流域を

1つ の流域 とみなして研究対象とした。

那珂川は那須岳に端を発 し,那 須高原の丘陵地を流れ,八 溝山地の西麓に沿

って南下する。そ して栃木県 と茨城県の県境で八溝山地を横断 し,茨 城県の県

庁所在地である水戸市内を経て,ひたちなか市と大洗町の境界で太平洋に注 ぐ。

流路延長は150.Okm,流 域面積は3,270km2で ある。

鬼怒川は流路延長176.7km,小 貝川は111.8kmで,源 流をそれぞれ鬼怒沼

と旧南那須町大赤根の湧水に求めることができる。鬼怒川上流域は急峻な山

地 ・火山地であるが,鬼 怒川は中流以降,そ して小貝川は全区間にわたって,

なだらかな台地 ・低地部を流れる。鬼怒川は守谷市で,小 貝川は取手市 と利根

町の境界 で,そ れぞれ利根川に合流する。鬼怒 ・小貝川流域 の面積 は,

2,800km2で ある。栃木県の県庁所在地である宇都宮市が鬼怒川の中流域に位

置し,下 流域には東京への通勤圏である,守 谷市や取手市などの都市が立地す

る。

水利科学No.2972007
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このように両流域は互いに隣接 し,面 積的にもほぼ等 しく,河 川は栃木県の

山間部に端を発 し,茨 城県へ注ぐという共通性がある。その一方で,土 地利用

や人口分布,地 形などといった人文 ・自然的条件の空間特性に大きな相違があ

ると考えられる。そ して,そ の相違が流域内の河川水利用に差異をもたらして

いるものと予測される。

本研究はまず,流 域全体を対象 として包括的かつ定量的に河川水利用の空間

特性を分析する。そのための資料 として水利権のデータを用い,水 利権が設定

されている取水口の位置 と取水量から,両 流域における河川水利用の地域的傾

向を明らかにする。

次に,両 流域における具体的な灌概水利体系とその形成過程を詳述する。そ

の際,両 流域における河川水利用の定量的 ・空間的特性からみて典型的で,そ

の特性の違いを,よ り実証的に検討 しうる土地改良区の管轄区域を選定 し,事

例調査を実施する。調査項目は,現 在の水源と取水口の位置,用 排水体系,受

益者による水利形態などと,そ れ らの形成過程である。

]1那 珂川流域と鬼怒 ・小貝川流域における

河川水利用の定量的 ・空間的特性

本章では,那 珂川流域 と鬼怒 ・小貝川流域における河川水利用の定量的 ・空

間的特性を水利権に関するデータの分析から明らかにする。河川水を利水 目的

で使用する場合には,ほ とんど全てにおいて何らかの水利権が発生しており,

水利権のデータは,河 川の流域のような広大な範囲の水利用を網羅的に分析す

るのに適している。

本章ではまず,両 流域の許可水利権の総件数と総取水量を概観した後,規 模

の大きい特定水利権に関 して,個 々の取水口の分布 と取水量を分析する。さら

に,そ れら特定水利権に関する水源の位置についても分析することで,流 域規

模での水需給の空間関係について論 じる。

1.許 可水利権の総件数 と総取水量

表1に,那 珂 川 流 域 と鬼 怒 ・小 貝川 流 域 に お け る,用 途別 の許 可 水 利権 の総

件 数 と総 取 水 量 を 示 した。 農 業 用 は,両 流域 と も件 数 で きわ め て多 く,総 取 水

量 も最 も多 い 。 両 流域 を比 較 す る と,件 数 で は ほ とん ど差 は な いが,総 取 水 量

水利科学No.2972007



山下:流 域規模の河川水利用と灌概水利体系の比較研究19

表1那 珂川流域 と鬼怒 ・小貝 川流域の水利権(2002年)

用途

農業用

水道用

工業用

その他

計

那珂川流域 鬼怒 ・小貝川流域

件数 総取水量(㎡/s) 件数 総取水量(㎡/s)

122

27

7

14

50.910

3.996

1.687

0.932

114

11

7

13

163.862

2.654

...

2.418

170 57.525 145 171.922

注)発 電用は除く

出典:国 土交通省常陸工事事務所,下 館工事事務所,栃 木県河川課,茨 城県河川課

に大 き な差 異 が あ る。 す な わ ち農 業 水 利 権1件 当 た りの取 水 量 は,鬼 怒 ・小 貝

川流 域 が 那珂 川 流 域 の約3倍 で あ る。

水 道 用 に つ い ては,件 数,総 取 水 量 と もに,那 珂 川 流 域 が 鬼 怒 ・小 貝川 流 域

を上 回 って い る。 そ の うち特 定 水利 権 は,那 珂 川 流 域 で13件,3.903m3/sあ る

の に対 して,鬼 怒 ・小 貝 川 流 域 に お い て は7件,2,597m3/sで あ る。 工 業 用 水

に関 して は,件 数 は 両 流域 とも7件 と同 数 で あ るが,総 取 水量 で は,鬼 怒 ・小

貝川 流域 の方 が那 珂 川 流域 の2倍 弱 で あ る。

2.特 定水利権の取水口分布

図2,3は それぞれ那珂川流域 と鬼怒 ・小貝川流域における特定水利権の取

水口の分布 と用途,最 大取水量を示している。両図によると,両 流域 とも特定

水利権の大半を農業用が占め,那 珂川流域でユ7件,総 取水量40.540m3/s,鬼

怒 ・小貝川流域で27件,総 取水量148.183m3/sで ある。各流域内の農業用の許

可水利権全体に占める割合は,そ れぞれ79.6%,90.4%と 高い値を示 し,流 域

内の農業用水需要の大部分が,こ れら規模の大きな特定水利権によって賄われ

ていることが分かる。それらの取水口の多 くは,那 珂川流域では,本 流の上流

域と下流域に分布 している。中流域では本流よりもむしろ支流に取水口が位置

する傾向にある。鬼怒 ・小貝川流域では,上 流域に特定水利権のなかでは比較

的規模の小さなものが集中している。 これらは取水口が鬼怒川本流に位置する
だい や

ものと,中 禅寺湖から流出して鬼怒川に合流する大谷川に設け られたものに分

けられる。そ して鬼怒川の中流に大規模な取水口が3か 所み られる。いずれも

国営農業水利事業によって建設されたものであ り,上 流か らそれぞれ鬼怒川中

部地区農業水利事業による佐貫頭首工,鬼 怒中央地区農業水利事業による岡本

水利科学No.2972007
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注)発 電用を除く。

チャー トの箇所は複数の水利権が1つ の取水口を利用している。

国土交通省常陸工事事務所ならびに栃木県土地改良課の資料より作成。
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図3鬼 怒 ・小貝川流域における特定水利権 の用途 と最大取水量(2002年)

注)発 電用を除く。

チャー トの箇所は複数の水利権が1つ の取水口を利用している。

国土交通省下館工事事務所ならびに栃木県土地改良課の資料による。
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頭首工,鬼怒川南部地区農業水利事業による勝瓜頭首工である。小貝川では上.

中流に小規模なものが分布 し・下流に3か 所大規模なものがある。これらは関

東三大堰 と呼ばれる,福 岡堰・岡堰,=豊 田堰である。

水道用の取水口は那珂川流域では下流域に多い。これは,水 戸市やひたちな

か市等の人口規模が大きく水道用水需要も多い都市が下流域に位置することと

一致する。また,支 流域にも小規模ながらいくつかの取水口が存在することも,

特徴 として挙げることができる。鬼怒 ・小貝川流域においては,対 照的に上 ・

中流域に取水口が集中し,主 に日光市,宇 都宮市などの都市に水道用水を供給
だい や

している。下流域には水道用特定水利権の取水口は存在 しない。また,大 谷川

を除けぽ,支 流域にほとんど取水口が存在しないのも,鬼 怒 ・小貝川流域の特

徴である。工業用水に関しては,那 珂川流域では,7件 中4件 が特定水利権で

あ り,い ずれも那珂川本流の最下流に取水口を有する。これらはひたちなか市

や旧那珂町,旧 大宮町の工業団地へ用水を供給 している。鬼怒 ・小貝川流域で
だいや

は,7件 中5件 が特定水利権である。その内2件 は大谷川に取水口があ り,日

光市内の企業へ用水を供給 している。1件 は鬼怒川中流の岡本頭首工から取水

され,宇 都宮市,芳 賀町,高 根沢町の工業団地へ用水を供給 している。残 りの

2件 は小貝川下流に取水口が設けられているものの,流 域外導水によって霞 ヶ

浦から小貝川へ注水 した水を取水する水利権である。この2件 の取水口からは,

取手市など9市 町村の95社が給水を受けている。

3.特 定水利権の水源

図4,5は,那 珂 川 流域 と鬼 怒 ・小 貝 川 流 域 に お け る,特 定 水 利権 の 水源 と

そ の権 利 取 得 年 を示 した もの で あ る。 那 珂 川 流 域 で は,全34件 の特 定 水 利 権 の

うち17件 が ダム な どに水 源 を 求 め て お り,残 りの17件 の水 源 は 河川 の 自流 量 で

あ る。 ダ ム を 水源 とす る特 定 水 利 権 の取 水量 は,19.465m3/sで 全 体 の42.2%

を 占 め る 。特 定 水 利 権 の水 源 とな って い る ダ ムは5か 所 あ るが,那 珂 川 本 流 の

ダ ムは1か 所 のみ で あ る。霞 ヶ浦 導 水 に 水 源 を求 め る計 画 の ものが2件 あ るが,

これ らは暫 定 的 に那 珂 川 本 流 か ら取 水 してお り,流 域 外 に水 供給 を頼 って い る

わ け で は な い。

次 に権 利 取 得 年 の年 代 別 内 訳 で は,1969年 以 前 の もの16件 の 内,3件 が ダ ム

を 水 源 と して お り,同 様 に1970年 代 の もの が3件 中i件,1980年 代 の もの が

6件 中5件,1990年 以 降 の もの が9件 中8件 で あ る。 つ ま り,1980年 以 降 に 取

水利科学No.2972007
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注)発 電用 を除 く。

囲み内の水利権 は取水 口を共有 している。

矢印のない ものは河川 自流が水源。

国土交通省下館工事事務所の資料 による。
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得 され た特 定 水 利 権 の8割 以 上 が ダ ムな どに依 存 して い る。 そ れ らの特 定 水利

権13件(総 量8.695m3/s)に つ い て詳 し くみ る と,総 量 で3.228m3/sを 取 水 す

る7件 が支 流 に 取 水 口 を有 し,そ の他 は本 流 で あ る。 用 途 では,農 業 用 が5件

で総 量 は7.177m3/sで あ り,水 道 用 は7件 で総 量 が1.060m3/s,工 業 用 は取 水

量0.168m3/sの もの1件 のみ で あ る。
だいや

一方 ,鬼 怒 ・小貝川流域では,大 谷川に多くの特定水利権が設定 されており,
だい や

いずれ も水源は河川の自流である。1990年 以降も大谷川では3件 の特定水利権

が新たに取得された。その他の取水口の大半は鬼怒川 と小貝川の本流に位置 し

てお り,しかも上 ・中流にやや偏 っている。本流に取水口を有する水利権の内,

工業用,水 道用は全て新規の水資源開発によって権利が取得されたものである。

その内,1990年 以降に下流で権利が取得された工業用水2件 は,流 域外に水源

を求める霞 ヶ浦用水に頼 っている。農業用でダムに依存 しているのは1件 のみ

であるが,1990年 以降,新 規水利権は設定されていない。

以上のことをまとめると,那 珂川流域では1990年 以降になっても新規の特定

水利権が盛んに取得され,近 年における水需要の増加分 も自流域内で満たして

いる。水源に関 しては,依 然として河川の自流で賄えるものもい くつかあ り,

水資源開発がなされたとしても,本 流ではな く支流で実施されたものが多い。

鬼怒 ・小貝川流域では,既 得農業水利権が件数,取 水量 ともに突出している。

そのため新規都市用水需要は,全 て新たな水資源開発を必要 とした。それらの

開発は,1980年 代までは自流域内でなされていたが,1990年 以降,自 流域内で

は限界に達 し,流 域外での開発に依存するようになっている。

以上,本 章では,那 珂川流域と鬼怒 ・小貝川流域における河川水利用の定量

的 ・空間的特性を,水 利権に関するデータに基づいて分析 してきた。

那珂川流域の河川水利用は,農 業用が水利権の件数,総 取水量ともに卓越 し

ている。しかしながら1件 当た りの取水量は,相 対的に少なく,支 流 も含めて,

広範囲に分散 している。大規模な特定水利権も本流ではなく,支 流の上流域に

新たな水源を求めている点に特色がある。水道 ・工業用の利用は,下 流域の茨

城県側を中心に比較的多 くみられる。これ らの中には1990年 以降水利権が新た

に取得されたものも含まれ,水 戸市,ひ たちなか市など下流域の都市における

水需要増に対 しても,自 流域内で充足している。栃木県側の市町村では取水量

こそ少ないものの,水道用水源を最寄 りの支流の上流域に求めている事例もある。

鬼怒 ・小貝川流域の河川水利用においては,那 珂川流域よりもさらに農業用

水利科学No.2972007
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水が卓越 し,総 取水量で那珂川流域の約3倍 に達する。これらの約90%が 最大

取水量1m3/s以 上 の特定水利権によるものである。比較的取水量の小規模な
だい や

特定水利権は大谷川に集中しているものの,そ の他はいずれも鬼怒川と小貝川

の本流に設定されている。このように鬼怒 ・小貝川流域では既得農業水利権に

ょる取水量が特に多い反面,水 道 ・工業用の水利権の件数は那珂川流域の約
だい や

2分 の1に すぎない。それらの大半は,大 谷川をはじめとする上流域の支流河

川に取水口を有 し,河 川自流を水源 としてお り,そ のうえ取水量も少ない。中

流域には川治ダムを水源とするものがあるのみで,下 流域には自流域内Y'水源

を有する水利権が存在 しない。

那珂川流域 と鬼怒 ・小貝川流域は,互 いに隣接 し面積的にもほぼ等 しいにも

かかわらず,河川水利用にみられる定量的 ・空間的特性は大きく異なっている。

那珂川流域は,水 需要が相対的に多 くなく,支 流域単位の水需給関係が成立 し

てお り,本 流への依存度が低 く,水 供給に余裕を持 っている流域 といえる。鬼

怒 ・小貝川流域は,特 に農業用の水需要がきわめて多く,本 流への依存度が高

く,都 市用水源を流域外に頼るなど,水 供給の逼迫 した流域といxる 。次章以

下では,こ のように対照的な特性を有する両流域において,J'水 利がそれぞ

れ具体的にどのような形態で,ど のような体系によってなされているのかを事

例研究を通して明らかにする。その際,既 に明らかにした河川水利用にみられ

る定量的 ・空間的特性の差異を反映した事例を選定した。那珂川流域からは,

比較的上流域に位置 し受益面積も広く,支 流河川の箒川から取水する西の原用

水土地改良区連合の管轄区域を選定した。鬼怒 ・小貝川流域からは,本 流に設

け られた大規模な取水口と長大な用水路網によって広大な地域を灌溜iしてい

る,鬼 怒川南部土地改良区連合の管轄区域を選定した。

皿 那珂川流域の西の原地区における?… 水利体系

i

i
1

本章では,那 珂川支流の箒川から取水 し,那 珂川右岸の909haの 水田を灌

潮iしている西の原用水土地改良区連合の管轄区域(本 研究ではこれを西の原地

区 と呼ぶ)を 事例に,用 排水体系や用水利用形態 と,そ の歴史的変遷について

論 じる。その際,西 の原地区の用排水体系を大 きく変化させたのが,1966年 か

ら1974年 にかけて実施された栃木県営西の原用水改良事業であったことから,

この事業の前後における用排水体系や用水利用形態を比較することとする。

水利科学No.2972007
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1,西 の原地区 におけ る用水改良事業以前 の用排水体系

西の原地区は,栃 木県の旧小川町 と旧烏山町にまたがる6つ の土地改良区の

受益区域から成る。栃木県農務部土地改良一課 ・西の原用水土地改良区連合編

(1974)に よると,こ の地域で最初に開田されたのが,現 在の小川土地改良区

の範囲であり,天 保年間(1830～44年)に 加賀や越中からの移住者によって小

川用水が開削され,稲 作が始まった。

現在の小川第一土地改良区の範囲にあたる権津川以北の地域の開墾は,1881

(明治14)年 か ら始まった。 しか し当初は水利の便が悪 く,水 稲の収量は低か

った。当時の 「水路開難測量ノ儀 二付願」によると,こ の地域は 「従来水利 二

乏シク」,そ のため 「疏水ノエ ヲ経ルニ非ザ レバ到底水田ヲ得ル能ハズ」 とい

う状況であった(栃 木県農務部土地改良一課 ・西の原用水土地改良区連合編,

1974)。 そこで1888(明 治21)年 に水源を現在の大田原市福原地先Yr求 め,約

8kmに 及ぶ用水路を開削す る計画が立てられ,1892(明 治25)年 に完成 した。

これが西の原用水である。

これら2つ の用水路は,後 述の栃木県営西の原用水改良事業が行われる1960

年代後半まで,権 津川以北の水田に対 して,農 業用水を供給 していた。

ユ960年頃の西の原地区における用排水体系をみると(図6),当 時の西の原

地区は,農 業用水の水源別に4地 域に区分できる。まず権津川以北の地域は,

小川用水の灌概地域と西の原用水の灌概地域に分けられる。この地域は,地 形

的には,那 珂川が形成した河岸段丘上に位置 し,西 の原用水が灌概する西側の

段丘面に対 して,小 川用水が灌概する東側の段丘面が低 くなっている。また北

から南へも緩勾配で標高が低 くなっている。 したがって,両 用水は,そ れぞれ

のf?'地 域の西端を北から南へ流下し,西 から東へ延びる支線網によって自然

流下式に農業用水を供給した。西の原用水灌概地域における余排水の一部は,

箒川あるいは小川用水へ流出し,小 川用水灌概地域の用水源 となった。また西

の原用水の残水は権津川へ流出していた。

権津川以南の地域は,権 津川の表流水を水源 とする地域と,山 地斜面からの

湧水あるいはため池を水源とする地域に分けることができる。権津川灌概地域

は,権 津川に2か 所設けられた小規模な取水口から用水を得てお り,こ れらは

慣行水利権に基づ くものであった。一方,山 麓に沿って南北方向に広がる地域

は,那 珂川の河床より標高が20か ら30m高 く,地 域内に水源 とな りうる支流

水利科学No.2972007
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河川も存在 しないので,農 業用水は山地斜面からの湧水 と,降 水や湧水を貯留

した小規模なため池群を水源としていた。しかしながら,こ れらのため池群は,

降水という自然現象に大きく依存している以上,貯 水量が不安定であ り,灌 溜i

期に降雨量が不足すると深刻な水不足 となり,旱 越の被害を受けることが度h

あった。また水源水量が少ないため,用 排水を兼ねた土水路も浅 く,幅 が狭い

ものであり,逆 に降雨量の多い時は周辺が浸水被害を受けた。このような水利

事情の改善は,西 の原地区における積年の課題であった。

2.西 の原地 区における用水改 良事業 による用排水体系の変化

栃木県営西の原用水改良事業は,老 朽化が甚だしかった西の原,小 川の両用

水路の改良と,権 津川以南の農業水利事情の改善を目的として,1953年 に小川

町と烏山町(当 時)の 間で初めて'協議され,1963年 には全体事業計画が完成 し,

1966年12月 に着工 された。この事業は1974年3月 に竣工 した。旧西の原用水取

水口の位置に,新 たに西の原頭首工が建設され,そ こから18,9kmに 及ぶ幹線

用水路 と旧小川用水への連絡用水路が整備された(図7)。

西の原頭首工の許可水利権は,4月1日 から30日 までが1.000m3/s,5月

ユ日か ら31日 までが3.451m3/s,6月1日 から9月30日 までが4.410m3/s,そ

して非灌概期の10月1日 から3月31日 までが0.300m3/sで ある。最大取水量の

4.410m3/sは 旧西の原用水の取水量3.300m3/sに 旧小川用 水の取水量

1.110m3/sを 加えたものである。そしてこの事業によって小川用水の取水口は

廃止された。

幹線用水路の うち,西 の原頭首工からの暗渠部 と小川第一土地改良区内の開

渠部は,か つての西の原用水路を拡幅 ・改修 したものである。小川土地改良区

内を流れる用水路も,既 存の小川用水路を拡幅 ・改修 したものであ り,連 絡用

水路を通 じて幹線用水路から分水されている。幹線用水路は権津川を逆サイフ

ォソで横断した後,燧 道の中を流れ,灌 概地域の末端に至 っている。小川第二

土地改良区ならびに烏山北部土地改良区の受益者は,燧 道内に分水口を設け用

水を引き入れている。権津川用水 と小川町吉田の両土地改良区は,直 接,幹 線

用水路から取水していないが,小 川第一と小川第二の両土地改良区からの余排

水を利用 している(図7)。

前述の通 り,西 の原頭首工の最大取水量は,旧 西の原用水 と旧小川用水の取

水量を加えたものであるが,受 益区域は元の両用水のそれ と比較 して大幅に拡

水利科学No.2972007
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大 し,権 津川以南にも及び,こ こに6つ の土地改良区が組織 されている。小川

第二 と烏山北部の両土地改良区では,従 来の湧水 ・ため池灌溜iが行われた状況

と比較すると飛躍的に水利事情が改善され,こ の事業を契機に新規開田も活発

になされた。取水量が同じであるにもかかわらずi?'面 積が大きくなった理由

としては,用 水改良事業によって,用 水路からの漏水が少なくなったことと,

より効率的に用水が利用できるようになったことが挙げられる。
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図8は,用 水改良事業によって新たに河川灌概地域へ編入された,小 川第二

土地改良区内の片平地区における現在の用排水体系である。用水改良事業に加

えて,1970か ら73年にかけて実施された圃場整備事業によって,現 在では地区

内の農地の大部分が水田とな り,東 西方向に延びる用水路とそれらに並行する

排水路が整備されている。

片平地区には幹線用水路からの分水口が6か 所設置されている。各用水路は

燧道の中を流れる幹線用水路から分水され,お よそ標高i30m付 近で地表面に

現れ,そ の後は開渠として東へ流下する。受益地西端の水田は用水路より標高

が高いため,各 分水口に併設 された揚水機によって用水が供給される。余排水

の反復利用は片平地区内では行われず,そ の余排水は,一 部が小川町吉田土地

改良区の水田を灌概する以外は,全 て那珂川へ流れ出る。

用水改良事業 と圃場整備事業の完了後,片 平地区の農家は用水不足を被るこ

とが少なくなった。たとえ一時的に用水量が不足 しても2,3日 経過すると,

充分な用水が供給されるようになる。そのため,湧 水 ・ため池に依存 していた

頃と比較 して,受 益者の用水に対する不安は格段に解消された。

以上のことを要約すると,西 の原地区では用水改良事業によって,そ れまで

湧水やため池に用水を依存 していた区域も河川灌概地域へ編入された。それに

よって,よ り広大な範囲へ農業用水を安定的に供給できるようになった。これ

は、流域全体の水需要量が相対的に多 くなく、支流域単位の水需給関係が成立

している那珂川流域において可能であったといえる。

]V鬼 怒 ・小貝川流域の鬼怒川南部地区における

灌概水利体系

鬼怒 ・小貝川流域では農業用水利用が過密状態にあ り,本 流に設定された大

規模な特定水利権によって大部分が満たされている。特に鬼怒川で実施された,

鬼怒川中部地区,鬼 怒中央地区,鬼 怒川南部地区の3大 国営農業水利事業は,

いずれ も従来からの複数の取水口を大規模な頭首工の建設によって合口するこ

とで,既 存受益区域に対する農業用水を一括取水 し,合 理的に配分することに

よって節水 しようとするものであった。これらの事業が施工された鬼怒 ・小貝
ただつぐ

川 中 ・下 流 域 一 帯 で は,1608(慶 長13)年 の 伊奈 忠 次 に よ る鬼怒 川 と小 貝 川 の
ただはる

流路の分離 と豊田谷原の開墾,寛 永年間(1624～44年)の 伊奈忠治による常陸
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谷原の新田開発 と農業用水整備,正 保から明暦年間(1644～58年)に かけての

山崎半蔵 ・奥平織部による市の堀用水の開削と新田開発などに代表される大規

模な新田開発が実施されて以来,農 業用水需要は大きい。 しか し,急 峻な山地

帯から平坦な台地 ・低地への変換点にあたる鬼怒川中流では,河 床に多量の土

砂が堆積 し,そ のため,河 道は広が り,そ の中を蛇行する流路は安定せず,流

量の変動 も大きかった。一方,下 流では土砂流出と砂利採取による河床低下が

生 じていた。 このような状況下で中 ・下流域においては,従 来のような河川か

ら自然流入によって取水する小規模な取水施設では,十 分な用水量を確保する

のが困難であった。国営事業以前における鬼怒 ・小貝川中 ・下流域の水利組織

は,十 分な用水量の確保が困難で,他 の水利組織との水利調整をめぐる対立や

紛争が絶えなかった(脇 阪ほか1982)。3か 所の国営農業水利事業はいずれも,

こうした取水上の問題を解決し,既 存農地に安定 した用水供給を実現すること

を目的とした。本節では取水口が3事 業で最も下流に位置し,受 益面積が最大

の鬼怒川南部地区農業水利事業の受益区域に着 目して,農 業水利体系 とその時

系列的変遷について述べる。

1.鬼 怒川南部地区 における水利体系の変遷 と現状

鬼怒川南部地区農業水利事業は1965年 に着工 され,1975年 に竣工 した。 この

事業の受益区域は,栃 木 ・茨城両県にまたがる7つ の土地改良区が管轄する

9,428haで ある(図9)。 この事業以前は,そ れぞれの土地改良区が自然流入

による小規模な取水口を有 していた。鬼怒川には上流から順に勝瓜 口,大 井口,

吉田用水,江 連用水,伊 讃美 ヶ原記念揚水の各土地改良区の取水口が設けられ

てお り,田 川には絹,結 城用水の各土地改良区の取水口が存在 し,各 土地改良

区はそれぞれ個別の用水路による水利体系を有していた。

上流の勝瓜口用水と大井口用水は,と もに16世 紀に開削されたといわれてい

る(農 林水産省関東農政局利根川水系農業水利調査事務所編,1987)。 勝瓜口

用水の取水口は,現 在の勝瓜頭首工とほぼ同じ位置に設けられていた。大井口

用水の取水口はそれ より6km下 流に位置 していた。伊讃美 ヶ原地区は1915

(大正4)年 に伊讃美 ヶ原記念揚水耕地整理組合によって開田され,現 在の受

益区域の北端から鬼怒川の水を汲み上げていた。

田川を水源とした絹用水の受益区域では享保年間(1716～36年)に 開田が進

められた。結城用水は1180(治 承4)年,結 城城の堀へ引水するために開削さ

水利科学No.2972007
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れ,同 時 に 灌瀧 用 水 と して利 用 され る よ うに な った。

鬼 怒 川 南 部土 地 改 良区 連 合 を構 成 す る7つ の土 地 改 良区 の 中 で最 も下 流 に位

置 し,受 益 面積 も広 い吉 田用 水 と江 連 用 水 は,い ず れ も享保 年 間 の沼 地 干 拓,

新 田開 発 に伴 い,そ の新 田へ の用 水 源 と して 開 削 され た 。 吉 田用 水 は猿 島 と結

城 の両 郡 に ま た が る飯 沼 干 拓 に よる新 田開発 と並 行 して1725(享 保io)年 に 完

成 した 。 江連 用 水 は現 在 の下 妻 市 に存 在 した江 沼 と砂 沼,大 宝 沼 の干 拓 と新 田

開発 に 伴 い,そ の新 田 と周辺 の水 田へ 用 水 を供 給 す るた め に1726(享 保11)年

に開 削 され た 。 吉 田用 水 の 取 水 口は,大 井 口用 水 の取 水 口 よ り4km下 流 の 二

宮 町 吉 田地 先 に,江 連 用 水 の取 水 口 は さ らに2.5km下 流 の 二 宮 町 上 江 連 地 先

に あ り,と もに伊 讃 美 ヶ原地 区 の取 水 口 よ り上 流 に 位 置 して いた 。

1975年 に竣 工 した 鬼 怒川 南 部 地 区 農業 水 利 事 業 に よ って,上 記 の7つ の 土 地

改 良 区 の用 水 路 は,真 岡市 勝 瓜 地 先 に 建設 され た 勝 瓜頭 首 工 を頂 点 とす る幹線

用 水 路 網 に よ って一 元 化 され た(図9)。 勝 瓜 頭 首 工 の許 可 水 利 権 は,苗 代 期

に あた る4月1日 か ら30日 が1.82m3/s,代 掻 き期 に相 当す る5月1日 か ら31

日が16.94m3/s,普 通 灌 概 期 とよぼ れ る6月1日 か ら9月25日 が18.95m3/sで

あ り,非 灌 概 期 の9月26日 か ら3月31日 ま では 取 水 が認 め られ て いな い 。

当 初 の事 業 計 画 に お け る最 大 取 水 時 の用 水 配 分 に つ い て述 べ る と,勝 瓜 頭 首

工 で取 り入 れ られ た18.95m3/sの 用 水 は まず,最 上 流 の 勝 瓜 口土 地 改 良 区 で

3.37m3/sの 水 量,大 井 口土 地 改 良 区で5.58m3/sの 水 量 が 使 用 され る。 そ の後

二 宮 町 大 道 泉 で右 岸 幹 線 へ の3.10m3/sの 水 量 と左 岸幹 線 へ の6.90m3/sの 水量

が 分 岐 され る。 右 岸 側 の用 水 は 田川 取 水 口か ら7.51m3/sを 取 り入 れ,そ れ に

カ ニ川,カ ッパ 川 の合 流 水1.00m3/sを 補 給 す る。 そ れ ら の うち絹 土 地 改 良 区

で3.90m3/s,結 城 用 水土 地 改 良 区 で1.16m3/sが 使 用 され,残 りが 吉 田用 水土

地 改 良 区 で利 用 され る。一 方,左 岸 側 の用 水 は 伊讃 美 ヶ原 記 念 揚 水 土 地 改 良 区
おお や

で1.87m3/sを 利用 された後に,江 連用水土地改良区へ送られる。また,大 谷

川は勝瓜口,大 井口両土地改良区で利用された農業余排水が流入 して形成され

た河川であ り,旧 下館市嘉家佐和地先に設け られた黒子頭首工で3.00m3/sが

取水されている。そのうち,2.27m3/sの 水量が大井口土地改良区の小貝川沿

岸地区で利用され,残 り0,73m3/sの 水量は江連用水土地改良区の受益区域へ

流入 している。その他,渇 水等の緊急時に鬼怒川から一時的な取水を行 うため

の揚水機場が3か 所設置されている。

しかしながら,こ の当初の計画にしたがって配水されることは,実 際にはほ

水利科学No.2972007
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とんどな く,結 果 として毎年春季の田植期 と夏季の出穂期には水不足となる。

従来,田 植は5月 中旬から6月 中旬までの約iか 月間に,上 流側から下流側ま

で順次行われていたが,兼 業化と農作業の機械化が進展 したことにより,近 年

では田植期は4月 下旬から5月 上旬に集中するようになった。それは,鬼 怒川

南部地区だけではなく,よ り上流の鬼怒川中部地区や鬼怒中央地区でも同様で

ある。 したがって,最 下流の鬼怒川南部地区の水利事情は最も悪 くなる。

鬼怒川南部土地改良区連合内部では,受 益区域内の幹線用水路や各分水施設

の用水配分を一元的に管理する集中監視制御装置が,国 営事業によって整備さ

れたが,稼 動後間もな く故障し,そ れ以来現在まで費用が高額なことを理由に

修理されていない。これが当初の計画に則 した配水が実現されない一因である。

そのため,水 不足時には7つ の土地改良区の理事が参集 し,水 利調整委員会が

開かれる。会議においては,上 流優先の慣行が残存するため上流側の受益者の

発言力が強 く,十 分な調整iは困難であ り,結 果として深刻な用水不足を被るの

は下流側の受益者である。

このような水不足問題は,国 営事業竣工後にむしろ恒常化したといえる。つ

まり下流側の受益者にとって,国 営事業による水利体系の一元化は,必 ずしも

水利事情の改善にはつながらなかったのである。そのため,鬼 怒川南部地区最

下流に位置し,受 益面積も大きい吉田用水と江連用水の両土地改良区の受益区

域内には,水 不足時に地下水や農業排水を汲み上げるための簡易揚水機場が数

多 く設置 されている。

図10は 江連用水土地改良区における揚水機場の分布である。江連用水土地改

良区の受益区域は,県 営および団体営の圃場整i備事業が実施 された地区などを

単位 として18地区に分けられ,各 地区内で維持管理委員会が組織されている。

これが用排水施設の維持管理をした り,地区間で水利調整を行った りしている。

図10は その地区ごとの揚水機場数である。それらは総計で197に なるが,砂 沼

以南の地域に集中する傾向にあ り,こ れは用水路の末端に近づ くほど水利事情

が悪いことを反映している。

黒子幹線用水路末端の計画流入量は,先 述のように0.73m3/sで あるが,実

際には毎年0.10か ら0.40m3/s程 度の水量 しか流入しない。それは黒子頭首工

の取水量が不足しても,大 井口土地改良区での使用量が制限されなかった りす

るなどの理由からである。一方,左 岸幹線用水路においても同様であ り,砂 沼

へ流入する水量は計画水量 よりも常に少ない。そのため,砂 沼以南の地域では

水利科学No.2972007
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図10江 連用水 土地改 良区における地区別揚水機場数(2003年)

江連用水土地改良区の資料より作成。

毎年4月 下旬か ら5月 上旬の田植期と・7月 下旬から8月 上旬の出穂期に,上

流側と下流側とで1日 おきの番水が実施される。このような番水制と地下水や

排水を汲み上げる揚水機場の利用によって,砂 沼以南の地域において最低限必

要な用水量が ようや く確保されている。

揚水機場の建設費用については,当 該地区の受益者が60%,江 連用水土地改
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良区が40%を 負担す る。そ してそれらを稼働するための電力料については,全

額を江連用水土地改良区が負担 している。揚水機場は水不足時の補給用 として

建設されたものであるので,水 不足が生 じなけれぽ稼働 しない。しか しながら,

国営事業が竣工 した1975年 か らの電力料の推移をみると,現 在に至るまで一貫

して増大 しつづけている(図11)。 この結果は,国 営事業竣工後にむ しろ,水

(百 万円)
40

35

30

25

20

15

10

5

0

1975 1980198519901995

図11江 連用水土地改良区における揚水機場電力料 の推移

江連用水土地改良区の資料より作成。

2000(年 度)

不 足 が 深 刻 化 し,揚 水機 場 の新 規 建設 が盛 ん にな り,そ れ が現 在 まで継 続 して

い る こ とを表 して い る。1984年 に はi陽水 機 場 数 は101で あ った こ とか ら(久 保

田,1994),2003年 まで に ほ ぼ 倍増 した こ とに な る。

2.旧 水海道市 中三坂地区 におけ る水利事情

幹線用水路末端地域における水利事情を明らかにするために,旧 水海道市中

三坂地区における国営事業前後の用排水体系の変化を分析する。1960年 頃の中

三坂地区の水田は,江 連用水路に設けられた3か 所の分水口から延びる支線用

水路によって灌概されていた(図12)。 江連用水は,受 益地よりも標高が若干

高いところを流れてお り,そ れぞれの支線用水路は,自 然勾配を利用 して用水

を引き入れていた。中三坂地区は江連用水の灌概地域の中では下流に位置する

ため,当 時から水不足をきたすことがあった。とはいえ,現 在ほど用水不足は

水利 科学No2972007
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図12旧 水海道市 申三坂地区 における用排水体系 の変遷

聞取り調査より作成。

深刻ではな く,緊 急の際の補給水源を必要とするほどの状況ではなかった。

1975年に竣工 した国営事業 と付帯県営事業によって従来の江連用水路は廃止

され,新 たな用水路が建設された(図12)。 江連用水路は1987年 から開始され

た排水整備事業によって,都 市排水が流入する下水路となった。現在の用水路

は,旧 江連用水路と比較して標高が約1.5m低 い。 しかも,中 三坂地区より標

高の低い東側から同地区へ流入 して くる。 このように用水路は逆勾配であるた

め,満 水位の80%以 上の水量が維持されていないと,自 然流下Z'よ って全ての

支線用水路へ用水が供給 されない。国営事業竣工後数年間は充分な水量が維持

されていたが,前 節で述べたような上流側の受益区域での過剰取水が行われる

ようになると,水 量は次第に減少し,自 然流下による支線用水路への給水が不

可能となった。

そこでまず1977年 に図12のAとCの 位置に,北 東から南西へ流れる用水路

から用水を汲み上げ,南 東方向へ流れる支線用水路へ送水するための機場が設

置された。これらについては江連用水土地改良区が30%,市 が40%,受 益者が

30%負 担 して建設された。 しかしこれらの機場は用水路の水量自体を増やす も

のではなく,水 利事情はさほど改善されなかった。

その後1985年 に同じくAとCの 位置に,市 が100%の 費用負担をし,深 さ

60mの 深井戸が掘削された。同時に,地 下1mの 位置を通 るパイプライソ網

も整備された。深井戸から揚水された水は,用 水路へ放流されるものとパイプ

水利科学No2972007
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ライン網へ供給 されるものに分けられた。受益地の東側では,パ イプライソは

北東から南西方向の用水路沿いのみに造 られ,パ イプライソの水が南東方向の

支線用水路へ放流 された。受益地の西側は,標 高が相対的に高 く水利事情が悪

かったので,南 東方向の支線用水路沿いにもパイプライソが設置された。

パイプライ ソ網の整備後も水利事情は依然 として改善されなかったため,

1999年には,新 たにBの 位置に,深 さ約200mの 深井戸が掘られた。費用負担

の割合は,江 連用水土地改良区が40%,市 が20%,受 益者が40%で あった。B

の井戸は,A,Cの2井 戸 と比較 して水量は潤沢であるが,毎 年代掻 き前の揚

水開始 日には,用 水に砂が混入するため,そ の除去作業が必要である。江連用

水土地改良区がその費用の全額を負担している。揚水開始2日 目からは清浄な

用水が取水できる。

さらに2000年 には,県 営広域農道整備事業によって,Cの 揚水機場が道路用

地にかかるため約4m西 へ移動 しなけれぽならな くなった。 これを契機に,

茨城県 と江連用水土地改良区が費用負担し,深 さ120mの 井戸を新たに掘削 し,

砂の混入を防 ぐ濾過装置も整備 した。

これ ら3か 所の揚水機場は,当 初は既存用水に対する補給水源 として建設 さ

れたものであった。 しかし現在ではむ しろ,揚 水機場 とパイプライソによる灌

溜iの方が重要とな り,毎 年灌概期間中は,3揚 水機場が常時稼働 し,水 田に用

水を供給 している。西側の受益地では図12の ように,既 存の支線用水路が廃止

され,パ イプライソによる灌概へ完全に移行 している。

以上,鬼 怒 ・小貝川流域では,広 大な水田地域へ効率的に用水を供給するこ

とを目的とした大規模な農業水利事業が実施された。頭首工の建設によって複

数の取水口が合口され,新 たな取水口から延びる長大な幹線用水路によって一

元的に用水を供給する体系が形成された。 しか しその結果,水 利体系の末端に

位置することとなった受益者は,恒 常的な用水不足に直面するようにな り,地

下水や排水の反復利用 といった表流水以外の水源への依存度をより高めること

となった。

V結 論

本研究はまず,那 珂川流域 と鬼怒 ・小貝川流域の河川水利用の定量的 ・空間

的特性を,水 利権に関するデータから解明した。その結果から,那 珂川流域で

水利科学No。2972007



山下:流域規模の河川水利用と灌概水利体系の比較研究41

は,農 業用水,都 市用水ともに増加し続けているものの,現 在のところ流域全

体の需要量は相対的に多くなく,本 流への依存度は依然 として低 く,支 流域単

位の河川水需給体系が維持されていることが明らかとなった。一方,現 在の鬼

怒 ・小貝川流域では,鬼 怒川本流の上流域に限られた水源地域が全流域に用水

を供給 し,支 流域は水源機能を持たない。 したがって本流への依存度が非常に

高 く,流 域全体の過大な需要量に対 して,供 給が逼迫 していることが明らかに

なった。

次に,両 流域からそれぞれ事例地域を選定し,灌 瀧水利体系とその形成過程

を明らかに した。

那珂川流域では,1970年 代から,上 流域にダムが建設され始め,西 の原地区

では農業 用水路の改良事業が進展 した。その結果,農 業用水の取水効率が向上

し,f?'地 域の面積も増大し,そ れまで不安定な天水灌概に頼 っていた丘陵地

の農地は,全 て河川灌概地域に編入され,水 利事情が飛躍的に改善された。こ

れは,流 域全体の水需要量が相対的に多 くなく,支 流域単位の水需給関係が成

立 している那珂川流域において可能であったといえる。

一方,鬼 怒 ・小貝川流域では,既 得農業水利権の取水量が非常に多 く,流 域

全体 としても従来から水需給が逼迫 していたといえる。そのため1960か ら70年

代にかけて,農 業用水をより効率的,合 理的に取水することを意図した大規模

な農業水利事業が行われた。その結果,本 流に設置された大規模な頭首工から

流域の広大な水田地帯ヘー括 して用水を供給するシステムが形成された。 しか

しながら,こ れによってむしろ,鬼 怒川南部地区の用水路の末端部では用水不

足をきたすようにな り,利 水者は地下水や排水の併用を強いられるようになっ

た。中三坂地区の一部水田のように,パ イプライソによる地下水灌瀧へ完全に

移行 した地域 もみられ,受 益者の経済的負担も増 している。

ある地域がどのような灌概水利体系を有するのかは,そ の地域が属する流域

スケールでの河川水需給の定量的 ・空間的なバランスによって大 きく規定され

る。 したがって,あ る土地改良区や,あ る自治体における水利の問題は,そ の

当該地域だけの問題ではなく,流 域全体の問題 として捉えられなければならな

い。

那珂川流域は,流 域全体の水需要が相対的に多 くな く,自 流域内での安定 し

た河川水利用を実現 している。西の原地区の事例は水利事情が改善された成功

例 とみなせるであろう。しかし,用 水路と排水路が明確に区分 され,一 度取水
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された用水は,余 排水の再利用などによって最大限に使用 されることなく下流

へと流出するようになった。また那珂川流域においては,近 年の農地造成によ

る新規水需要の発生が,ダ ム建設に直結 しているという傾向もある。要するに

那珂川流域では,水 資源の効率的利用が重要視されることなく,新 規水資源開

発が進展 していると指摘できる。今のところ大きな水利問題には発展 していな

いものの,た とえ個別の地域として水資源が増強され水利事情が改善されたと

いっても,流 域全体 としての水需給バ ランスが維持されなければ,水 利システ

ムは破綻す るであろう。

一方 ,農 業用水需要がきわめて大きい鬼怒 ・小貝川流域では,大 規模な農業

用水合理化事業が行われたが,幹 線用水路の末端に位置する地域では,水 利事

情がかえって悪化する結果となった。この原因として考えられるのが,上 流の

受益区域 と下流の受益区域との間に慣行的に存在していた還元水の反復利用 シ

ステムの消失である。鬼怒川南部地区に属する従来の7土 地改良区は,そ れぞ

れ河川に独 自の取水口を有 していた。そして上流で取水された用水は上流側の

水田を経て,も う一度同一河川へ還元水 として流出していたはずである。それ

も含んだ河川水が下流でもう一度取水されることで,水 需給の逼迫 した流域に

あっても,灌 概水利のシステムがある程度維持されてきたのであろ う。 しかし

合理化事業によって幹線用水路から取水されるようになった用水は,還 元水と

して同一の用水路へ戻 ってくることはない。 したがって,た とえ上流側の受益

者の取水量に変化がなくても,下 流側が利用できる水量は自ずと減少すること

になる。

それに対 して,用 水不足が生 じた末端地域において,新 たな井戸の掘削やパ

イプライソの整備が行われた。 しか し,問 題が生 じている当該地域における対

応だけでなく,流 域全体の水需給が逼迫している現状に鑑み,よ り広範な上流

と下流の関係から原因を分析 し,そ の対策を講 じなけれぽ根本的な解決策には

ならない。

本研究は,流 域とい うマクロスケールにおける河川水利用の定量的 ・空間的

特性に関して,対 照的な2つ の流域を取 り上げ,そ の中の事例地区における具

体的な灌概水利体系とその形成要因を比較考察した。農業用水や水道用水をは

じめとする様hな 用途に利用 される河川水がその利水者へ常に安定的に供給 さ

れるための議論は,今 後も一層重要視されるであろ う。本研究は,そ の解決策

を探 るための1つ のアプローチを提示 したといえる。
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